
　平成１９年１２月１日に民生委員・児童委員は、全国一斉改選があり、厚生労働大臣より３年の任期で委嘱
されました。美郷町の民生委員・児童委員は、新任委員が１８名、再任委員が２３名の４１名でスタートしま
した。��

・生活や暮らしに関すること�　　　　・高齢者の福祉に関すること��
・障がいのある方の福祉に関すること�・母子家庭、父子家庭の福祉に関すること��
・児童、妊産婦の福祉に関すること��
�
　これらの解決のため、町や社会福祉協議会など関係機関に繋いでいくなど、住民の皆さんが地域で安心して
暮らせるよう活動をします。民生委員・児童委員の自宅には「宮崎県民生児童委員」の門標を掲げています お
困りのこと等ありましたらひとりで悩まずに、お気軽に近くの民生委員・児童委員にご相談ください。��
�

　私たちの美郷町は高齢化率42.3%の超高齢化社会となっています。この中で町内の一人暮らし高齢者世帯
が約400世帯、高齢者夫婦世帯400世帯という状況です。この世帯数は全体の約30％にあたります。�
　これまで住民の皆が一体となり地域の暮らしを支えてきましたが地域全体で高齢化が進むにつれて何ら
かの手立てが必要になってきます。�
　ところで最近、「田舎に親を残し何かと心配している町外の子世代」の方から介護サービスなど高齢者
福祉相談が多くなっています。遠距離相談サービスとはこの町外居住の子世代の方々もこの支えの輪に参
加してもらいたいとの試みです。�
　しかし、地元の高齢者世帯の方々や関係者にこの情報が伝わらなければ効果が上がりにくいと思います
ので、隣近所で話題にしてほしいのです。�
　�
その仕組みとは�
１・「新しい地域見守りのしくみ（遠距離相談サービス）�
　　こどもと離れて暮らす親、ふるさとに親を残し町外で暮らす子、社協が仲立ちし、�
　・離れて暮らしている「親」を心配する子世代の福祉、介護サービスの相談に乗ります。�
　・離れて暮らしている「親」を心配する子世代の親の日常生活に関する相談に乗ります。�
　・親が近所や地域で仲良くしている人、日頃生活の中で頼りにしている人等のリスト紹介（必要な方だけ）
　　します。�
　・とっさの時の親の安否確認をします。�
　・権利擁護（日常生活自立支援）事業の紹介や相談、サービス業務の提供をします。�
　・ふるさと情報誌「福寿草」の提供をします。�
　・親のビデオレターの提供をします。�
　・ インターネット、ホームページでの情報提供をします。�
　・ その他ふるさとの心配事相談にいつでも応じます。�
�
２・近所のお助けボランティアのしくみの拡充、強化（地元の支え）�
　・近所で何気なく支えあう風土があるがテコ入れのお手伝い�
　・ボランティアが称えられる地域社会づくり�
　・ボランティアの活動実績ポイント制の導入�
　・美郷町地域通貨の導入（換金できない通貨）�
　・有償ボランティアの運用（定義のもとに範囲の限定）�
　・大工のOB匠の会で簡単な戸当り等修繕�
　そういえばＮＨＫの番組「ご近所の底力」でありました、“親子の連絡が薄いほど振り込め詐欺に遭う”
という統計。問題はまさに多様化しており、事態は深刻であります。それにもまして問題は、専門の病院
で診察を受ける必要や施設対応などの事態が発生しますと、本人の納得はもとより家族の方の承諾を要す
るなど他人の手に負えないところとなります。�
　このような時少しでもお役に立てればというのが美郷町社会福祉協議会の考えです。高齢者の方々は何
かと遠慮される傾向にあり必要とされる家庭から要望が出にくいところがあります。町民多数の参加とご
協力をお願いします。詳しくは各区の社会福祉協議会までご相談ください。�
�
�

　民生委員・児童委員の氏名及び担当区域は下記のとおりです。�
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